
 26/06

【１．施設入所基本料（日額）】

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

一　般　棟 従来型個室 　579円 　726円 　753円 　801円 864円 　918円    971円

一　般　棟 多　床　室

認知症専門棟 多　床　室

※オムツ代は基本料に含まれます。

【２．加算料金（日額）】

夜勤職員配置加算  　 24円 基準を上回る夜勤職員を配置している場合

個別リハビリテーション実施加算 　 240円 個別リハビリテーション実施計画を作成し、個別リハビリを行った場合

認知症ケア加算  　 76円 認知症の利用者に個別的にケアを提供（※介護予防除く）

 　275円

利用日開始から7日を上限に認知症日常生活自立度がⅢ以上で在宅生活が困難であると医師が判断し

緊急に利用した場合

緊急短期入所受入加算     90円 開始した日から7日間を限度。認知症行動･心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない

若年性認知症患者を受け入れ、介護サービスが行われた場合。但し認知症行動･心理症状緊急対応加算

を算定している場合は算定しない

重度療養管理加算    120円 要介護4・5の者で医学的管理を継続して行い、かつ療養上必要な処置を行った場合

在宅復帰に向け入所後・退所後の情報提供や支援を行った場合（在宅復帰・在宅療養支援等指数が

40以上）

在宅復帰に向け入所後・退所後の情報提供や支援を行った場合（在宅復帰・在宅療養支援等指数が

70以上）

送迎加算  　184円 片道につき算定

療養食加算 　   8円 療養食を提供した場合（1食につき）

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が入所者の1/2以上,認知症介護実践リーダー研修修了者を自立度Ⅲ

以上の者が20人未満の場合は1名以上配置している場合

　   4円 認知症ケア加算1の要件を満たし、かつ認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置している場合

　 100円

 　 10円

緊急治療管理  　511円 病状が重篤となり救命救急医療として投薬、検査、注射、処置等を行った場合(月1回3日限度)

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　  22円 介護福祉士の資格保有者を80%以上雇用している場合

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  　 18円 介護福祉士の資格保有者を60%以上雇用している場合

【３．その他施設利用料（日額）】

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階

  300円   600円   1,000円 1,300円 1,445円

多　床　室     0円   430円   430円 430円 437円

従来型個室（一般棟のみ）   550円   550円 1,370円 1,370円 1,728円

□行事食代

□行事食代(おやつ)Ⅰ

□行事食代(おやつ)Ⅱ

特別室(個室)

特別室(２人室)

個　室

２人室   　　　500円(税別)

　400円

　　　1,050円(税別)

　　　　650円(税別)

　　　　450円(税別)

　　　1,500円(税別)

　　　1,200円(税別)

介護老人保健施設　麓華苑短期入所療養介護（介護予防含む）利用料金表

介護保健施設サービス費Ⅰ-ⅰ(従来型個室)

介護保健施設サービス費Ⅰ-ⅱ(多床室)
　613円 　774円 　830円 　880円 944円  1,052円

健康管理費

介護保健施設サービス費Ⅰ-ⅱ(多床室)

認知症行動･心理症状緊急対応加算    200円

　997円

　  51円

    51円

治療管理のため、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合総合医学管理加算

　　　1,000円(税別)

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

理美容代 実費

身体障害者手帳診断書

5,000円(税別)
施設入所診断書

生命保険・健康診断書

死亡診断書

入所(在所)証明書 3,000円(税別)

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

　   3円

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

実費

若年性認知症利用者受入加算    120円

居住費

　□教養娯楽費

特別な食事代

特別な室料(一般棟のみ)

□日用品費

※介護職員等処遇改善加算として総単位数に最大で9.7%加算されます。　　　　　　

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

　550円

 　  6円
介護福祉士の資格保有者を50%以上、または常職員が75%以上、または勤続7年以上の職員が30%以上雇

用している場合

食 費

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

見守り機器等を複数導入し介護の質の確保し、その効果を厚生労働省と共有している場合

見守り機器等を1つ以上導入し介護の質の確保し、その効果を厚生労働省と共有している場合

口腔連携強化加算  　 50円
事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員
に対し、評価結果を情報提供した場合

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

認知症専門ケア加算（Ⅰ）


